
 

第１回 磐田市行政経営審議会 次第 
 

                  日 時 平成２９年８月９日（水） 
１５：００～ 

会  場 本庁舎 ４階 大会議室   
 
 
 １ 開会 
 
 ２ 委嘱状交付 
 
 ３ 定足数の報告 
 
 ４ 市長あいさつ 
 
 ５ 委員自己紹介 
 
 ６ 会長及び副会長の選出 
 
 ７ 議事 

・審議会の概要、スケジュール 
・磐田市の現況等について意見交換 

 
 ８ その他 
 
 ９ 閉会 



№ 氏名 所属等 役職 備考

1 青 島
あおしま

美
はる

子
こ 磐田市教育委員会 委員

2 飯 田
い い だ

昌 弘
まさひろ 公募

3 井 上
いのうえ

佳 子
けい    こ 聖隷ぴゅあセンター磐田 センター長

4 植 田
う え だ

均
ひとし 株式会社 静岡銀行　磐田支店 支店長

5 岡 本
おかもと

一 夫
か ず お 静岡こども福祉専門学校 講師

6 鈴 木
す ず き

敦
あつ

之
し 遠州鉄道株式会社　総務部 部長

7 髙 栁
たかやなぎ

裕 久
ひろひさ 磐田信用金庫 理事長

8 永 井
な が い

新 次
し ん じ 磐田地区労働者福祉協議会 会長

9 松 下
まつした

育 蔵
いくぞう 静岡県西部支援局 局長

10 村 上
むらかみ

勇 夫
い さ お 磐田市自治会連合会 会長

11 鷲 崎
わしざき

早 雄
は や お 学校法人 新静岡学園 静岡産業大学 学長

12

13

14

15

※敬称略

磐田市行政経営審議会　委員名簿
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○磐田市行政経営審議会条例 
平成29年３月21日条例第１号 

（設置） 
第１条 磐田市は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、磐田市行
政経営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 
（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。 
(１) 市の総合計画に関すること。 
(２) 市の行財政改革に関すること。 
(３) 市のまち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。 
(４) その他市長が必要と認める事項に関すること。 
（組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 
(１) 学識経験を有する者 
(２) 関係行政機関の職員 
(３) 市民の代表者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任することを妨げない。 
（会長及び副会長） 

第４条 審議会に、会長及び副会長各１人を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 
３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す
る。 
（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 
３ 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明
又は意見を聴くことができる。 

４ 審議会の会議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。 
（部会） 

第６条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。 
２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 
３ 部会に部会長及び副部会長各１人を置き、会長が指名する。 
（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、企画部において処理する。 
（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
（条例施行後最初に行われる審議会の会議の招集） 

２ この条例の施行後最初に行われる審議会の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招
集する。 
（関係条例の廃止） 

３ 次に掲げる条例は、廃止する。 
(１) 磐田市総合計画審議会条例（平成17年磐田市条例第256号） 
(２) 磐田市行財政改革推進審議会条例（平成22年磐田市条例第11号） 



 
 

磐田市行政経営審議会の概要 
 
 

１ 審議会の趣旨 
平成 27 年（2015 年）に策定しました「磐田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」につ

いて、その成果の評価・検証等を行うとともに、総合戦略と行政全体に関する最上位計
画である「第２次磐田市総合計画」や「第３次磐田市行財政改革実施計画」との連携強
化を図り、総合的かつ効果的にマネジメントし、審議する組織とします。 
 
 

２ 所掌事務  ※磐田市行政経営審議会条例第２条規定 
  市の総合計画に関すること 
  市の行財政改革に関すること 
  市のまち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること 
  その他市長が必要と認める事項に関すること 

 
 
３ 審議会の委員 
  別紙委員一覧を参照 
 
 
４ 委員の任期 
  ２年（補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします） 
 
 
５ 平成 29 年度のスケジュール 
  別紙スケジュールを参照 



■平成 29 年度磐田市行政経営審議会スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
※議題は予定です 

 

 

 

 

第 1 回 

 

 

第２回 

 

 

第３回 

 

 

 

８月９日 

 

 

１0 月頃 

 

 

 

11 月頃 

 

■審議会の概要、スケジュール、磐田市の現況報告 

 

■意見交換 

 

■第２次磐田市行財政改革大綱実施計画取組報告 

（平成 28 年度取組結果報告） 

 

■第３次磐田市行財政改革実施計画（計画案）の審議 

 

■磐田市まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗状況の報告 

 （平成 28 年度 KPI 報告・平成 29 年度取組） 

 

開催 開催時期 議 題

 

 

第 4 回 

 

 

 

12 月頃 

 

 

■第３次磐田市行財政改革実施計画（計画案）の審議 
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